
 

医第 4232 号 

令和６年３月 26 日 

 

各保健所設置市衛生主管部（局）長 殿 

 

神奈川県健康医療局保健医療部医療課長 

（公 印 省 略） 

 

「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」

の公布について（依頼） 

 

本県の保健医療行政及び薬務行政の推進につきましては、日頃からご理解、ご

協力をいただきお礼申し上げます。 

標記のことについて、令和６年３月 11 日付け医政発 0311 第 19 号で、厚生労

働省医政局長から通知がありました。 

つきましては、別添の通知について、貴市所管医療機関に周知くださいますよ

うお願いします。 

なお、裏面に記載の関係団体には別途依頼済みであることを申し添えます。 

 

 

 

問合せ先 

法人指導グループ 本村 

電  話  (045)210-1111 内線 4870 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

通知済み関係団体（各会会員に周知依頼済み） 

公益社団法人神奈川県医師会 

公益社団法人神奈川県歯科医師会 

公益社団法人神奈川県病院協会 

一般社団法人神奈川県精神科病院協会 

県立病院課 

 



 

医政発 0311 第 19 号 

令和６年３月 11 日 

 

各都道府県知事 殿 

 

厚生労働省医政局長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

「医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令」

の公布について（通知） 

 

 

医師法施行規則及び歯科医師法施行規則の一部を改正する省令（令和６年厚

生労働省令第 38号）については、別添のとおり公布・施行されることとなりま

した。 

改正の趣旨及び主な内容は、下記のとおりですので、貴職におかれては、これ

を御了知いただくとともに、貴管内市町村を始め、関係者、関係団体等に対し、

周知をお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

第１ 改正の趣旨 

〇 死亡診断書及び死体検案書（以下「死亡診断書等」という。）については、

医師法（昭和 23 年法律第 201 号）第 19 条第２項において「診察若しくは検

案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書

若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これ

を拒んではならない。」とされており、死亡診断書等の様式は、医師法施行規

則（昭和 23年厚生省令第 47号）第 20条第２項の規定により、同令第４号書

式によらなければならないとされているところ。 

○ また、死亡診断書については、歯科医師法（昭和 23年法律第 202号）第 19

条第２項において「診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合

は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。」とされており、その

様式は歯科医師法施行規則（昭和 23年厚生省令第 48号）第 19条の２第２項

の規定により、同令第４号書式によらなければならないとされているところ。 

○ これらの書式にはそれぞれ、医師法施行規則第 20 条第１項に掲げる事項、

歯科医師法施行規則第 19 条の２第１項に掲げる事項の他、「記入の注意」等



 

が定められている。 

○ 今般、「後発妊産婦死亡」として妊娠終了後満 42 日以後１年未満の女性の

死亡数を正確に把握する観点から、医師法施行規則第４号書式及び歯科医師

法施行規則第４号書式の「記入の注意」に記載されている産後の死亡に関する

事項について、下記のとおり所要の改正を行う。 

 

第２ 改正の内容 

○ 医師法施行規則第４号書式及び歯科医師法施行規則第４号書式について、

「記入の注意」中、「産後 42日未満の死亡の場合は」を、「産後１年未満の死

亡の場合は」に改める。 

○ その他所要の形式的な改正を行う。 

 

第３ 施行期日 

○ 施行期日：公布の日 

〇 なお、この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項にお

いて「旧様式」という。）により使用されている書類は、この省令による改正

後の様式によるものとみなす。また、この省令の施行の際現にある旧様式によ

る用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。 

 

以上 
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